
テレワーク活用による働き方改革促進事業業務委託 仕様書 

 

１ 事業目的 

県内中小企業等において担当者がテレワーク導入に向けてのプロセスや導入事例を学

ぶことのできる動画を作成することで、県内の中小企業等におけるテレワークの導入のた

めの基礎的な知識の学習を支援し、テレワークの導入を促進する。 

また、三重県内の中小企業等においてテレワークの導入のための基礎的な知識を習得で

きる入門研修を実施することにより、県内中小企業等におけるテレワークに関する基礎的

な知識の学びを支援する。また、入門研修に合わせて、導入を検討する企業と導入をサポ

ートする企業（IT企業やコワーキングスペースを運営する企業等）の交流会を開催し、必

要な機器やシステム、オフィススペース等の情報収集や、企業同士の学び合いができる機

会を提供することによりテレワークへの理解を深めることを目的とする。 

 

２ 業務名 

  テレワーク活用による働き方改革促進事業業務委託  

 

３ 履行期間 契約日から令和４年３月１８日（金）  

 

４ 業務概要 

（１）導入ガイド「三重県テレワークはじめて導入ガイド(仮称)」の動画の制作 

   テレワークの導入促進のため、その教材となる動画の構成やシナリオの検討、動画の

撮影・編集を行う。 

①制作する動画の概要 

・以下のテーマに沿って１５分程度の動画を制作すること。 

動画を複数本に分けることも可能で、各動画の合計時間を１５分程度とすること。 

＜テーマ＞ 

ⅰ）テレワーク導入の基礎的な知識 

テレワーク導入の必要性やメリット、テレワークの種類、導入のプロセス 等   

ⅱ）導入事例（県内中小企業等におけるモデル事例）の紹介  

      導入事例として県内２～３企業への取材を行うこと。 

②用途 

・作成された動画については、県 HPへの掲載や「YouTube」の県公式アカウントにて

掲載するほか、（２）の入門研修において活用するものとする。 

③導入事例となるモデルの選定 

  ・導入事例として紹介するモデル企業は、県において指定する。 

    ※モデル企業は、三重県内に事業所のある企業を想定 

 

 



④制作 

・動画の作成にあたり、事前に動画の構成、シナリオや撮影場所などを記載した計画書を 

県に提出し、打合せを行うこと。 

・撮影した動画は、制作段階で随時制作中の映像の試写を行い、視聴による県の確認を得 

たうえで制作すること。 

・編集にあたっては、適宜、ナレーションやテロップを入れるなどし、工夫すること。 

・取材対象の企業との、日程調整などは受託者が行うこと。 

・原則、取材対象企業へ出向くこと。ただし、効果的に実施できる場合や、取材対象企業

からの要望があった場合、その他県が認める場合には、Web 会議システム等を利用して

取材を行ってもよい。 

⑤納品 

・作成した動画の納品期限は令和３年１０月２９日とする。 

・動画は「mp4」「avi」「wmv」のいずれかのファイル形式にて、DVD等に保存して提出する 

こと。 

・上記により指定した以外のファイル形式での提出を希望する場合は、県と協議のうえで 

提出すること。 

（２）入門研修の実施 

① 主な受講対象者 

対象者：県内中小企業等においてテレワーク導入に関し何等かの意思決定にかかわ 

る経営者層、テレワーク導入に関する担当者、人事労務担当者 等 

② 開催場所・回数 

開催場所：三重県内 

回数：４回以上（実施時期は県と相談のうえ決定すること） 

③ 研修の内容 

 〇研修は１回あたり１～２時間程度を基本とし、４回以上実施する。 

研修の内容は、以下を含んで構成し、受注者において提案するものとする。原則、

実施回によって内容は違うものとすること。なお、必要に応じて適した講師を確保

すること。 

・テレワークの基礎的な知識（テレワーク導入に向けた基礎的な情報、導入に向けて

のプロセス等）の習得・理解につながる内容 

・主にテレワーク導入に関し、何等かの意思決定にかかわる経営者層を対象とし、テ 

レワーク導入に前向きな判断をしていただけるようテレワークのメリットや導入 

事例の紹介 

・制作した導入ガイド動画を活用すること（必ずしも、全ての研修で活用しなくても

よいこととする） 

・主にテレワーク導入に関する担当者を対象とし、テレワークの際の社内ルールの策

定や、労務管理に関すること 

・テレワークの際のシステムや情報セキュリティに関すること。 



・最低１回の研修会において、Zoom 等の Web 会議システムやビジネスチャット等の 

体験も含むこと。研修会において体験できるツールについては、受託事業者におい

て提案すること。また、研修に必要な機材は受託事業者において準備すること 

④ 参加費 

無料 

⑤ 参加者数 

  各回定員 20～30名程度 

⑥ そのほか 

・各回について、後日県の HPで配信するため、録画し、DVD等にデータを格納のうえ、

三重県に納品すること。納品期限は、研修実施日から起算して 30日を経過した日ま

たは履行期限のいずれか早い日までとする。 

・各回について、研修で使用する資料は受託事業者において印刷し、参加者に配付す 

ること。 

・各回の終わりには、質疑応答（10分程度）の時間を設け、参加者からの質問に応じ 

ること。 

（３）交流会の実施 

  ・上記４（２）の入門研修と同日に、企業交流会を実施するものとする。 

① 主な参加対象者 

・上記４（２）研修会の参加者 

・IT関連事業者、シェアオフィスやコワーキングスペースを運営する事業者等 

② 交流会の内容  

・上記①の参加者同士がテレワーク導入に向けての課題や解決方法を共有する機 

会とする。 

・上記４（２）の参加者が、県内の IT関連事業者、シェアオフィスやコワーキン 

グスペースを運営する事業者等と、必要な機器やシステム、オフィススペース等 

の情報収集ができる機会とする。 

  なお、県内の IT 関連事業者、シェアオフィスやコワーキングスペースを運営す

る事業者等については、県と協議の上、企業団体等と連携し、参加企業を集める

ものとする。 

③ 開催場所・回数 

開催場所：三重県内 

回数：４回以上とする。 

※上記（１）で実施する研修会の開催日と同日の、研修会開催後に開催するものとす 

る。 

④ 参加費 

無料 

⑤ 参加者数（①主な参加対象者） 

４（２）の入門研修参加者に加え、IT関連事業者、シェアオフィスやコワーキン



グスペースを運営する事業者等を数者程度 

 

 （４）事業の周知・啓発 

    上記（２）及び（３）の事業について、チラシの作成・配布等により広く周知啓発

を行う。なお、チラシについては、5,000部以上を作成し、県の指定する期限まで

に県庁８階雇用対策課に納品すること。 

 （５）研修及び交流会の開催に伴い派生する業務 

上記（２）及び（３）の事業について、会場の確保、参加者の募集、集客に向けた

PR、会場設営、教材・備品の準備及び設置、受付等の運営、アンケートの実施及び

とりまとめ等は、受託事業者が実施する。 

（６）管理調整業務 

業務の遂行に際しては、委託業務の責任者を選任し、県との連絡調整を綿密に行う 

こと。 

 （７）新型コロナウイルス感染症対策措置 

上記（２）及び（３）の事業について、新型コロナウイルス感染症対策のため WEB 

セミナー等を実施する場合は、参加希望者に対し、WEBセミナー受講のためのシス 

テム環境等に関する質問に対応する等のフォローを行い、WEBセミナー参加に不慣 

れな参加希望者でも参加できるようなセミナー運営を行うこと。 

 

５ 委託費及び支払条件等 

（１）委託費は、委託業務が完了し、履行確認が行われた後に支払うものとする。 

  なお、本業務を実施するにあたり、県が必要であると認める場合は、前金払いをするこ 

とができるものとする。 

（２）受託者が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合は、契約の一部又は

全部を解除し、委託費の支払い停止若しくはすでに支払った委託費の額の一部又は全部

を県に返還する。また、上記により契約を解除した場合には、損害賠償又は違約金を求

める場合がある。 

 

６ 業務の進め方 

（１）実施計画書の作成 

① 受託事業者は、県と協議の上、実施計画書を作成するものとする。 

② 受託事業者は、実施計画について変更が生じたときは、適宜県と協議を行い、事前の

承認を得るものとする。 

（２）事業の運営・管理にかかる総合調整 

（１）で定めた実施計画に基づき、受託事業者は、動画の作成、研修会・交流会の運

営・管理にかかる総合調整を行うものとする。 

（３）参加者アンケートの結果分析 

   受託事業者は研修会及び交流会の参加者アンケートを実施し、結果を取りまとめ、内



容を分析することとする。アンケート項目の内容等は、適宜県と協議する。 

（４）委託業務実績報告書の作成と提出期限 

   受託事業者は、全事業実施後、事業全体の実施記録を作成するとともに、上記（３）

によるアンケート結果分析等をまとめて、下記の①、②に留意し、委託業務実績報告書

を県に提出するものとする。 

①  提出期限 

提出期限は、上記業務概要に掲げる研修会・交流会の最終実施日から起算して 30日

を経過した日または履行期限のいずれか早い日までとする。 

②  事業実績報告書の体裁、部数、提出方法等 

体裁は次のとおりとし、電子データ（CD-R）１部と紙（A4 両面）１部を提出するも

のとする。 

ア） 事業実施結果記録 

イ） 事業実施風景写真 

ウ） 参加者アンケート結果分析 

エ） その他、指示するもの 

③ 納入場所 三重県雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・勤労福祉班 

 

７ その他業務実施上の条件 

（１）障がいを理由とする差別の解消の推進 

受託者は、業務を実施するにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 

律を遵守するとともに、同法第７条第２項（合理的配慮の提供義務）に準じ適切に対応 

するものとする。 

（２）その他関係法令の順守 

   受託者は、その他関係法令を順守すること。 

（３）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、県の承認を得ないで委託事業の全部又は一部を第三者に委託してはならな 

い。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再 

委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を県に提出し、県の承認を得 

た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

（４）個人情報の保護 

受託者が本事業を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報の取 

扱いに関する特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損 

の防止、その他個人情報の保護に努めること。 

（５）守秘義務 

受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の 

利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（６）成果品の所有権及び著作権 

本業務により発生した成果品の所有権は、引き渡しが完了したときに三重県に移転す 



ることとする。 

また、成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権（著作権法第２１条 

から第２８条までに規定する権利で、第２７条及び第２８条に定める権利を含む。以 

下「著作権」という。）及び成果品のうち委託者又は受託者が受託業務の従前から著 

作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引き 

渡しが完了したときをもって三重県に譲渡されるものとする。ただし、「４業務概要 

（１）」で制作された導入ガイド動画については、「４業務概要（２）」の入門研修を 

実施する際に限り、受託者も利用できることとする。（その他、受託者が引き渡し完 

了後の成果品の利用を希望する場合は、適宜県と協議を行い、事前の承認を得るもの 

とする。） 

なお、受託者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作者人格権を行使しないものと 

する。 

 

８ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要

綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札

資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。 

 

９ 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不

当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

①断固として不当介入を拒否すること。 

②警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。 

③発注所属に報告すること。 

④契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を 

受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、 

発注所属と協議を行うこと。 

（２）契約締結権者は、受注者が（１）②又は③の義務を怠ったときは、「三重県の締結す

る物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落

札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

  



別記 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

注） 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならな

い。 

  また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号。以

下「番号法」という。）等関係法令を遵守すること。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他

人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

（責任者等の報告） 

第４条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任者」と

いう。」）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面により甲

に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報

告しなければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下、「作業場所」という。）とその移送方法を定

め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければ

ならない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者

に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければな

らない。 

（収集の制限） 

第６条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目

的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正

な手段により行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した

場合を除き、本人から収集しなければならない。 



（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のた

めに利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第８条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目

的以外の目的に使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例（以下「条例」と

いう。）第 13条、条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が

遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育

及び研修をしなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければ

ならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責

任を負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 10 条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

  また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第２項から第６項の措置を

講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじ

め次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければな

らない。 

一 再委託する業務の内容 

二 再委託先 

三 再委託の期間 

四 再委託が必要な理由 

五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の

誓約 

七 再委託先の監督方法 

八 その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に

提出しなければならない。 

 一 再委託先 

 二 再委託する業務の内容 

 三 再委託の期間 



 四 再委託先の責任体制等 

 五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

 六 その他甲が必要と認める事項 

４ 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報

の処理及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じ

て、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の適正管理） 

第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、

次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を

保管すること。 

 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さな

いこと。 

 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以

上の保護措置を施すこと。 

 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しな

いこと。 

 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバック

アップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱

いの状況を当該台帳に記録すること。 

 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報

を扱う作業を行わせないこと。 

 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられ

る業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（受渡し） 

第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手

段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提

出しなければならない。 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 13 条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集

し、若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を

返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報

が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 



３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフト

ウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去

しなければならない。 

４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃

棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければな

らない。 

（点検の実施） 

第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情

報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（検査及び立入調査） 

第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査

を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に

対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をするこ

とができる。 

（事故発生時の対応） 

第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した

場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

２ 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならな

い。 

（契約の解除） 

第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の

全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第 18 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことに

より、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

 

 


